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iLll通船の血二五的経過1
。犀川通船の水路は、松本城下を経て、五lj谷原峠、立峠、猿 が番

場峠とけわL-Ir>峠を 経 て、北 Kナナ tr善光寺街道(北国 西 ;街道の

協 在還)とともに‘松本平と誓光寺平を結ぶ二つ のノレートの一つ

であった。

。善光寺街道が、古代官道東山道の あ とで、千 数百 年の苦か ら開

かれた陸路であるのに比し、犀川 通船 は 近 世 僅 か，$ 0余年 の期間 、

1 3 6年前からの開発 tてすぎ 左 かった。しかじ 信濃 の山f，.;!の犀川

の一部忙、 そ う し た 計 画 が 立 て ら れ 、た とえ短い期信であったに

しろ、人々に利用されたととは、当地方または 中部 山岳地 r討の交

通 史 を 考 える上にとって説化意義 深 いものがある。

。通船が開始され た 時 代 は 、 いわゆる天 保改革の頃で 、 ζ の地方

としては天保飢線(天保 5年~同 1 1年)の直 前の ととで あ っ た 。

企画者は始め犀 川 の下 流(善 光 寺平)の人々で 、犀 J11 ・千曲 川の

荷河川を 問題とし 、 とり交 坦催を獲 得 し た いと、 松 本・松代 の両

濯 に j騒い 出 した ζ ともあっ た (起草 ~ 寛厄年同)。また宝暦 1 0 

年(1 7 6 0年、 208年前)陀も高 :)+:..郡 C 人々が、 原 )i! .千 油川 に 併

ゼて信濃 川 ま で の 交 通 権 を 得 ょ うとして 、 松 本 ・松 代 fJ1j:欝の添書

tてより 、 幕府 K 申請 した。 ζ むと き幕 府は 、 その可能性を信じ 、

信設住:庄の幕府領代官}亡命じど調査さぜたが、 同H:l宿 から丹波畏1

宿に至る善光寺街道 7宿の強い反対 にあ い 、 i少tic、やみとなっ た 。

安 永 6年 (1 7 7 7年、 19 1年前 )には筑摩郡生 坂 村 む吉訴から 、

皐 川 通船のみ の 願 書が 、 中南信地区の幕府領代官飯島 (伊那郡)

陣屋 K 提出され 、同 時 K宿 場 連合(嶺間 ・筑北 5宿)は 反対陳情



を中之条陣霊(埴科郡){I[出し、国益を主張して通船を願うもの

と、既得権 利 を 主 張 し て 反 対 するものどが対立し、企画されて以

来 4 0年余の議月を経過し左が ら 実 施'され左かった。

0 とうした経過の中で、白板村の名立折井儀右衛門が‘辰ー後的在

申請 を試み、その成功をみたのである。彼は意を決してから 、九

州の薩車川、駿河の富士川の舟運を視察し.その運営・水路改修

の方法・舟の構造花至る主で深〈 研究し‘同志、を語らい(宮 調j村

の赤穂友成 ・1k内郡新 町の大内源之丞・更級郡日名村の牛越 佐 市 )

文化 4年( j 8 0 7年 、 158年前)松本 ・松 代の 声j藩に願書を 出 し

たが、また 5宿の反対 iてるい、不許可となった。しかし翌年 に藩

の 添 書 を得て幕府代 願 い出し 、 あ 〈まで初志の貫徹を則したが‘

幕 府 ほ とれ を国益事業 と認 め 、奉行村垣淡路守一 行 の 実 地 調査 と

左担、また 5宿の了解も得られて、下記のよう左厳しい示談契約

K より時れて許可となり 、天保 5年(1 8 3 2年、 136特古) 正式関

i邑をみたのである。

契約の要項， :妙出 意釈 )

1. 積 荷は 宿方 の差支えと走 らないもむとし、商 λ荷 物や旅人

を載 せぬとと。

2. 願人か ら 5宿 I'C 2 5 0両の 補償金を出すこと。

3. 宿方か ら は 見己文 所 を 置 き、 規 定違反り有無を正し、違反 の

場合は積1Jlを焼き捨 て通 船 を止 め ること。

4. 改 所の番人の 手 当を年 1 4両 2分 銅 人 分 担で出す ζ と。

その他で あり、ほかに 松本藩に対しては 、 年 5両余 の冥加金を納



めた。松本審では草川:ill'i船の支配を「産物改所 JVてさせたが、実

際 Kは契約違反の連続で‘天保 7年・戸j1 2年・麗応元年と紛争

拡絶之ず、そのつど俊右衛門らは多額の失費を続 け ていた。

。明治維新 K 際して、 ζ の契約は 廃 され、交通自由と左った が 、

明治 5年松本の宮坂伊七郎・折井武十郎の会 社 ‘儀右衛門 の子孫

深見らり会 社も対立したが、前者はま良益つぐのわず廃業、後者の

みが、その業を続けて鉄道篠ノ井7擦 の開通頃ま で に 歪 り、そ の最

‘ 
盛時 0舟数は 3 0隻余K達した。

0 発着所 (港)は始め、新橋の上流の東側の宮制村 C 舟 詔 (地名

となってい る ) で 、 そ と に 荷 物蔵 と帳場があ b、日常の事務 は赤

穂友蔵があた!J~新町の発着所は大内家がと れ陀 当った。 ー その 後 、

明治 再 開 C際は 、 白 板 の儀右衛 門 宅 前 K発着所を移し 、 明治 2 5 

年には同業者の一部が千歳橋まで舟を上げたこともあったが、む

ち折井氏と合併後はまた白板 K下げた。

(文責 原 嘉藤)
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文信府松本城下と善光寺平を結ぶ水路として犀川通船は

宮 淵 村 の 赤 穂勘 右政 5年筑摩郡庄内組自板村の折井儀右衛門

天保 5年 1月水 内郡新町村の大内源之丞の出願 K より衛門

?之同年 8月開通 12年の曲折を経て許可され2 8日 1

水 路は 伸 び て善はじめ自板新町 間 を区間とし て通航し たが

光 寺平 K 及んだ

その独占権と多年抗争を重 むプモ善光寺

数隻人貨の運輸も自由と宏り街道各宿 との約条も破棄，され

て賑った

儀右衛門の子孫折井良吾は

の 船 が連日就航 l

改 め て 通 船 問G丹明治 9年 1

船 は千歳橋きで松本と長野方面との舟運 K あたり i屋を 建て

上下した

新橋 "t-起点として両 者 が併別 K勘右衛 門の 子 孫赤穂 益 作 は

明治 2 5年合同して通船会社を起し た立したが

明 治 3 5年 鉄道篠ノ 井 糠 の 開通 rよ りきず 衰えとの水路は

そ の 歴史 的 左3年 陸路犀川糠の 全 通 κよ り全〈 廃 され昭 和 1

使命を 終 った

先 人の 倉li意 と当 地 方 運 輸 のo 0年の 年 に あ たり今 年 明治 1

通船発着の 基 地 κ碑を 建 ててとれ を記念 する

明治 A年廃藩 K 至り

市本松

既往を 憶 い

昭和 4 3年 6月

し一



和11. 3年 7月 3日 !

松本市教育委員会 ! 
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